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2024年６月14日 

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 ラ ッ ク ラ ン ド 

代表者名 代 表 取 締 役 野 村  裕 之 

 （コード番号：9612 東証プライム） 

問合せ先 執行役員管理本部長 磯 部  伸 弘 

 （TEL：03-3377-9331（代表）） 

 

財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 

 

当社は、金融商品取引法第24 条の４の４の第１項に基づき、本日、関東財務局に提出する2023年12月期（第

54期 自2023年１月１日 至 2023年12月31日）の内部統制報告書において開示すべき重要な不備があり、当

社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。  

また、2019年12月期（第50期）から2022年12月期（第53期）における内部統制報告書につきましても、同

様の理由にて内部統制報告書の訂正報告書を提出しております。 

 

記  

 

１．開示すべき重要な不備  

当社は、当社代表取締役社長（当時）による接待交際費等の経費精算申請に事実と異なる内容が含まれ、過

年度を含む当社の経費計上について不適切な会計処理の疑義が生じたため、2024年２月14日、当社から独立

した中立かつ公正な外部専門家のみで構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び問

題点の調査分析を行なってまいりました。当社は、2024年４月12 日に受領した調査報告書の内容を踏まえ、

不適切な経費精算と認定された経費について、過年度に遡って費用計上を取り消すとともに、当該代表取締役

社長（当時）に返還を求めるべく未収入金（流動資産その他）計上を行い、さらに関連当事者取引として当該

代表取締役社長（当時）による当該不適切な経費精算及び当社からの仮払金の支払い等を注記するため、過年

度に遡り決算の訂正を行うことといたしました。特別調査委員会の調査報告書によると、当社から当社代表取

締役社長（当時）への仮払金の支払いに加え、当社の長期売掛金の回収に関して、当社代表取締役社長（当時）

から、同氏が議決権の100%を所有する資産管理会社を経由し、長期売掛金の相手先会社へ資金の移動があっ

たことが確認されており、当社代表取締役社長（当時）から流れた資金が、当社の長期売掛金への一時的な返

済原資（2019 年４月返済分から 2020 年３月返済分まで）となっていたことが認められております（長期売

掛金の相手先会社に流された資金については2020年４月に同社から資産管理会社を介して当社代表取締役社

長（当時）へ返金されております）。また当該不適切な行為の実行には、当社代表取締役社長（当時）、取締役

管理本部長（当時）及び管理本部部長代理（当時）が関与しておりましたが、これらの事実が取締役会に報告

されておりませんでした（以下、これらを総称して「今般不適切交際費等事案」という。）。 

加えて、前述の当社代表取締役社長（当時）に関する関連当事者取引としての注記の追記に際し、改めて関

連当事者取引の網羅性について当社内の自主点検を行った結果、当該内容の他に、過年度より関連当事者取引

として開示すべき当社役員による当社新株予約権の行使及び当社役員が議決権の過半数を所有している会社

からの設備工事の受託等が新たに判明したため（以下、「その他関連当事者取引の未開示」という。）、上記と

併せて過年度に遡り決算の訂正を行うことといたしました。 

なお、訂正に際しては、当該不適切な経費計上の訂正に加え、2023年12月期第１四半期以前における当社

グループの工事進行基準（履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法）案件等に
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関する不適切な会計処理（特別調査委員会（2023 年５月 12 日設置）より受領した調査報告書（同年７月 25

日）により認定された事案（以下、「当初工事原価付替え事案」という。）。過年度財務諸表（2018年12月期

から 2022 年 12 月期）への影響は限定的であったため、過年度の決算の訂正は行わず、2023 年 12 月期第１

四半期連結累計期間の財務諸表に含めて処理したもの）、当社内の自主点検により判明した事項及びその他重

要性の観点から過年度において修正を行わなかった事項も併せて、過年度に遡った訂正を行いました。 

 

当社は、今般不適切交際費等事案において、当社代表取締役社長（当時）による不適切な経費精算に関して、

財務諸表及び関連当事者取引注記における虚偽の表示が生じた原因として、同氏のガバナンス意識の低さ、す

なわち、上場会社の経営者として、過誤によるとしても私的なものが一切混在しないよう公私を厳格に分け、

利害関係者に対する説明責任を全うするという意識が不十分であった点（全社的な内部統制：統制環境）がそ

の根底にあったものと認識しております。 

同時に取締役管理本部長（当時）及び管理本部部長代理（当時）のガバナンス意識が不十分であったことも

原因であり、当社代表取締役社長（当時）に対する忖度から、十分な統制機能を果たせなかった点（全社的な

内部統制：統制環境）に加え、取締役会や監査等委員会に対しても適切な情報提供がなされず（全社的な内部

統制：情報と伝達）、その結果、当社代表取締役社長（当時）の行為に対し、取締役会及び監査等委員会が十

分な批判的検討ができなかった点（全社的な内部統制：統制環境）に繋がったものと認識しております。 

その他関連当事者取引の未開示についても、関連当事者取引に関する決算・財務報告プロセスが形骸化し、

十分網羅的な情報収集ができておりませんでした（決算・財務報告プロセス：関連当事者取引）。 

なお、これらの全社的な内部統制における不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な

不備に該当すると判断いたしました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業

年度末日までに是正することができませんでした。 

 

次に、前述の当初工事原価付替え事案に関する不適切な会計処理（具体的には①工事原価に関する見積書の

変造の結果による工事収益の過少計上（当社）、②工事原価の付替え及び工事原価の過少計上、並びに工事原

価の過少計上の結果としての簿外債務の存在（当社及び子会社（光電機産業株式会社））、③架空又は水増しし

た工事原価の計上による工事収益の過大計上（子会社（大阪エアコン株式会社））が生じた原因として、総じ

て工事担当者における工事進行基準の理解不足や、工事進行基準に対する指導・管理体制が必ずしも十分では

なかったという背景があったものと認識しておりますが、特に②主に当社における工事原価の付替え及び工事

原価の過少計上に関しては、工事に関する社内承認の際の説明の手間を安易に避けようとした工事担当者等の

コンプライアンス意識の低さと、同時に、当社による各従業員に向けた適切な財務報告の重要性に関する指

導・教育が必ずしも十分ではなかった点（全社的な内部統制：統制環境）を認識しております。また工事担当

者が内装工事等の発注先からの協力を得て、工事原価の付替えや過少計上を行っていたような場合には、購買

業務プロセスにおける工事原価の実在性や網羅性に関する内部統制が十分に機能しなかった点（購買業務プロ

セス（実在性・網羅性））、さらにはこのような工事進行基準案件における不適切な会計処理に関して必ずしも

十分なリスク認識ができておらず、十分な統制構築に至っていなかった、という点（全社的な内部統制：リス

クの評価と対応）をその原因として認識しております。また、③大阪エアコンの工事進行基準案件における架

空又は水増しした工事原価の計上による工事収益の過大計上に関しては、当該子会社における業務全般の統括

責任者が、その事業計画や業績見込み値達成に対する心理的負担から実行に至ったものであり、上場会社の子

会社としての適切な財務報告に関するコンプライアンス意識の低さ（全社的な内部統制：統制環境）をその原

因の一つとして認識しておりますが、同時に 2017 年 10 月に子会社化した同社に対する当社側からの管理・

統制が必ずしも十分に構築できていなかったこと（全社的な内部統制：統制環境（子会社管理面））を認識し

ております。 

当初工事原価付替え事案に関するこれらの不備については、2023年7月28日の第53期（自 2022年1月

１日 至2022年12月31日）訂正内部統制報告書の提出後、順次改善対応を進めておりますが、以下につい

ては工事原価の妥当性のチェック担当者への指導と教育が十分ではなかったことから、運用上の不備が認め

られ、当事業年度末日においても是正することができませんでした。 
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【当事業年度末日までに是正できていなもの】 

(1) 工事担当者が内装工事等の発注先からの協力を得て、工事原価の付替えや過少計上を行っていたよう

な場合、購買業務プロセスにおける工事原価の実在性や網羅性に関する内部統制が十分に機能しなか

った点（購買業務プロセス（実在性・網羅性）） 

工事部門外からの牽制機能を強化するため、工事の着工許可時及び完了時に、工事担当者以外の積算部

による工事原価の妥当性のチェックプロセスを追加するとともに、工事原価に関する各種証憑の回収の

徹底と回収状況のチェックプロセス（工事担当者以外の工事アシスタントが確認する）を追加いたしまし

た。特に工事原価の請求書については、回収確認の手続き及び外注先の都合でどうしても請求書発行が遅

延する場合の取扱いを定め、支払遅延が生じないような統制を追加いたしました。 

また各工事部門における共通メールアドレスを導入し、工事担当者と工事等の発注先（協力会社）との

やり取りについて、一担当者が単独では行えない仕組みに変更いたしました。 

なお、積算部による工事原価の妥当性のチェックについては、2023年12月末時点において十分に網羅

的なチェックがなされていなかったこと（チェックの証跡が残されていなかったことも含む）から、今後

も工事原価に関する統制の継続的な改善を進めてまいります。 

当該購買業務プロセスにおける不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、当事業年度末日におい

ても引き続き開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。 

 

２．開示すべき重要な不備の是正方針  

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、前述の当初工事原価付替え事案における購買業

務プロセスにおける開示すべき重要な不備の是正を引き続き行うとともに、今般不適切交際費等事案及びそ

の他関連当事者取引の未開示に関する開示すべき重要な不備について、その是正のために、特別調査委員会か

らの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。 

 

【今般不適切交際費等事案に対する改善策】 

(1) 当社ガバナンス体制の抜本的な改善 

① 当社取締役（監査等委員含む）の刷新（社外からの社長の招聘含む）。 

② 指名報酬委員会の設置と社外役員の過半数化 

③ 当社代表取締役社長（当時）を含む当社取締役（監査等委員含む）に対する責任追及。 

(2) 取締役会・監査等委員会によるガバナンス機能の強化 

① 取締役会への情報共有や情報伝達の改善 

② 内部監査体制の位置づけの見直し（監査等委員直下とする）と体制の強化 

③ 取締役会における重要リスクのモニタリング 

④ リスク管理体制の再構築とリスク管理の強化 

(3) 本件を踏まえた個別的な対応 

① 関連当事者取引及び利益相反取引に関する規程の見直し 

② 役員経費精算のルール設定（接待交際費に関する運用の厳格化含む） 

(4) 当社企業風土の刷新 

① 企業風土の刷新に向けた全役職員に対する研修の継続的な実施（営業関連役職員に対する技術営業

に向けたワークショップの開催含む） 

② 役員や管理職以上の社員に対するコンプライアンス及び職責・ガバナンスに関する研修の継続的な

実施 

③ 内部通報窓口の機能充実 

 

【その他関連当事者取引の未開示に対する改善策】 
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(1) 関連当事者取引の情報収集と検証プロセスの改善 

① 関連当事者との取引明細シートの改善 

② 役員に対する関連当事者取引注記に関する説明会の継続的な実施 

 

４．連結財務諸表及び財務諸表に与える影響 

上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、すべて連結財務諸表及び財務諸表に適切に反

映しております。 

 

５．連結財務諸表及び財務諸表の監査報告における監査意見 

無限定適正意見であります。 

 

 

以 上 


